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森の家の沿革
　昭和56年頃から知的障がい者親の会の活動により、
本町初となる障がい者福祉施設の拠点となる共同作業
所の設置が原点となっています。

委託事業

森の家の活動
　平成19年3月に特定非営利活動法人 (NPO法人） 

の許可を受け、現在中標津町地域活動支援センター

事業と就労継続支援B型事業を行っています。

中標津町内や近隣に在住する障がいのある人たち に

社会参加･生活自立の訓練の場として、生き甲斐と 

働く場を提供するために活動をしています。

事業所紹介

森の家（障がい者支援通所施設）

就労継続支援B型事業
 平成22年４月事業開始

　企業や事業所等に雇用されることが困難な方に町、
企業、個人からの受託事業や手芸、木工の 自主製品の
製作等の事業を行うことにより地域で安定した生活を
営むための就労の機会の提供や生産活動の場を通
じ、生活自立に向けた支援を行っています。

中標津町地域活動支援
センター事業
 平成19年4月事業開始

　心身に障がいがある方で仕事をすることが困難な
方に、自己の生き甲斐づくりや趣味活動の支援や個々
の活動に応じた生活指導等により、社会参加や自立支
援を行っています。

ごあんない
平成５年 8 月

平成15年 6 月

平成１9年 3 月

平成１9年 4 月

平成22年 4 月

平成25年 2 月

平成25年 7 月

地域共同作業所森の家開設

森の家作業所移転東13条南7丁目

特定非営利活動法人認可(NPO)

中標津町地域活動支援センター事業受託

就労継続支援B型事業開始

森の家作業所移転東11条南７丁目

就労移行支援事業開始（平成28年３月事業廃止）

森の家が
めざすもの

～みんなの笑顔のために～
利用者が将来に亘り楽しく、安心して、
笑顔輝き、生さ甲斐を実感できる

通所事業所づくりを
めざします。

基 本 理 念

定員20名

定員15名



もみがら
燻炭

森の家からのお願い

自主製品の製造・販売
•手芸、木工製作販売・もみ殻燻炭製造販売
•園芸作業と野菜販売、プランター花販売
•しいたけ栽培販売、ウエス、活性液販売
•エコー石けん製造販売
•各種バザー出店販売

　もみ殻を燻燃（いぶし焼き）して炭化させたもので、弱アル
カリ性でミネラル成分を豊富に含み、土に混ぜることで保水
性、通気性を高め、植物に有効な微生物のすみかとなり、土壌
を豊かにする効果があ るとされています。

受託事業
町、 企業、 個人からの依頼を受ける仕事
•町の施設の清掃業務、 お墓のお掃除
•企業等のお灸、 温湿布、 ホタテ貝洗い、
　新聞折りたたみ、 袋解体作業
•個人等の草刈り、 雑草抜き、 除雪作業

タオル・毛布等のウエス材料（綿100%）
不要になったものがあれば、
 いつでも受け付けています。
古新聞も回収しています。

森の家は、仕事を探していますが、
障がいの特性によっては、 

こ期待にそえない場合があります。
まずは、 お気軽に
ご相談ください。


